
                       

 

従事する業務の内容 患者支援 ・ クリニックの維持管理に関する業務 

就業の場所 所在地に同じ 

労働時間 

１ 始業・終業の時刻等  午前 8 時 00 分 ～ 午後 6 時 15 分まで（月火水金） 

             午前 8 時 00 分 ～ 午後 0 時 25 分まで（土） 

             （午後 0 時 25 分～ 午後  １時 50 分まで休憩） 

  研修期間の就業時間 上記と同じ                 

２ 所定時間外労働の有無（ 有 ・ 無 ） 

  ３ 変形労働時間制の有無（ 有 ・ 無 ） 

休日 

１ 毎週日曜日・毎週木曜日 

２ 国民の祝日及び国民の休日 

３ 年末年始（１２／３０～１／３） 

４ その他ｸﾘﾆｯｸが定める休日  

年次有給休暇 １ 4 月に 20 日を付与する 

育児介護休業法に伴

う休暇 

１ 育児休業    一定の要件を満たした場合、取得可能 

２ 介護休業    一定の要件を満たした場合、取得可能 

３ 子の看護休暇  有 

 休暇中の給与については無給とする 

給与 

１ 給与締切日 末 日   給与支払日  翌月 ２１日 

２ 基本給与       相談で 

  職務手当       かがわ糖尿病療養指導士、日本糖尿病療養指導士には規定で手当てあり 

  皆勤手当        ５，０００円/月額 （欠勤のある月は支給しない） 

通勤手当            あり/月額 

ベースアップ評価料手当 ３，１９０円/月額 年によって変動あり 

 所定時間外、休日または深夜労働に対して支払われる割増給与は、法令どおりとする 

３ 給与支払い時の控除のうち法定控除以外の控除 （有・ 無） 

４ 給与支払方法  振込 

５ 昇給  時期 １１ 月        ※業績、本人の能力等により行わない場合あり 

６ 賞与  時期  ６ 月・１２月    ※業績、本人の能力等により支給しない場合あり 

７ 退職金 無 

退職 

１ 定年制（ 有（  60 ）歳 ・ 無 ）※継続雇用制度有り 

２ 自己都合退職の手続き（退職する ２ヶ月以上前に届出ること） 

３ 解雇の事由及び手続（別途定める   ） 

諸保険 
１ 社会保険の加入状況 （ 厚生年金  健康保険  厚生年金基金 ） 

２ 雇用保険の適用（ 有 ・ 無 ） 

その他 １．在職中及び退職した場合でも、当社業務上の機密及び不利益となる事項を他に漏らしてはならない。この守秘義務に違反したことが明らかとな

った場合、損害賠償を請求することがある。 

２．退職する場合は、引継ぎ等の必要があるので、2 ヶ月以上前に申し出しなければならない。 

３．事業の縮小その他会社の都合によりやむをえない事由が生じた場合、３０日以上前に解雇予告を行い、解雇することがある。 

４. 退職する際は、クリニックより貸与されているユニフォーム等を返却しなければならない。 


